
令和 3 年度 一般財団法人長崎市野母崎振興公社事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

一般財団法人長崎市野母崎振興公社（以下、「公社」という。）は、定款に示す「一般廃

棄物の収集・運搬・処理を行うとともに、観光施設等の管理運営を行うことにより、長崎

市の観光資源の推進及び地域住民の福祉の増進を図り、もって長崎市政の発展に寄与す

ることを目的」として、一般廃棄物収集運搬業務や野母崎総合運動公園、軍艦島資料館

の管理運営のほか、のもざき物産センターでの物産販売事業を実施し、その運営を通し

て地域雇用においても大きな役割を担ってきた。 

野母崎田の子地区では、令和 3 年 10 月 29 日、恐竜博物館を核とした「長崎のもざき

恐竜パーク」がオープン予定であり、その管理運営は恐竜博物館をはじめとした田の子

地区一帯の諸施設を一括して行うこととなっている。このため、公社としての野母崎総

合運動公園、軍艦島資料館の受託期間は令和 3 年 10 月 28 日までとなる。 

また、のもざき物産センターについては、「長崎のもざき恐竜パーク」の整備に伴い入

居する建物が解体され、地域特産物等の物販機能も他が担うこととなったことから、令

和 2 年度をもって公社としての運営を終了することとした。 

公社の事業規模はさらに縮小することとなり、またコロナ禍により先の見通しも不確

実な状況ではあるが、引き続き実施する一般廃棄物収集運搬事業や野母崎総合運動公園、

軍艦島資料館の管理運営事業を着実・安定的に運営することにより、野母崎地域の活性

化及び福祉の増進に努めたい。 

 

 

Ⅱ 事業計画 

公社は、定款の規定により令和 3 年度は次の事業を行う。 

 

 

1 一般会計事業 

公社の事務局として、評議員会や理事会の開催、職員の勤怠管理及び予算決算事務

等、公社全般の運営業務を行う。 

 

 

2 野母崎総合運動公園管理運営事業（指定管理） 

市民が安心・安全に利用できるよう施設の整備や清掃を行うとともに、「のもざき水

仙まつり」の会場になる水仙園の管理を徹底し、修景や環境の保全に努める。 



⑴ 管理施設の概要 

・水仙園 62,000 ㎡ 

・テニスコート(2 面) 2,000 ㎡ 

●利用者数推移  （単位：人） 

 H29  H30  R1 R2(見込)  

水仙公園 52,495 64,445 53,890 37,657 

テニスコート 1,676 1,435 1,501 1,421 

 

 

3 長崎市軍艦島資料館管理運営事業（指定管理） 

令和 2 年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言

や入居する建物の改修工事により 2 度の閉館となったため、入館者が激減し非常に厳

しい運営を強いられている。 

令和 3 年度においても先の見通せない運営となるが、「長崎のもざき恐竜パーク」に

よる公園一帯のリニューアルなど明るい話題もあることから、HP の充実を図りつつ入

館者の増に努める。 

⑴ 管理施設の概要 

・展示スペース 175.66 ㎡ 

・映像機器 一式 

●入館者数推移  （単位：人） 

 H29  H30  R1 R2(見込)  

入館者数 16,075 15,767 14,494 2,911 

※ R2.4.10～5.31、R2.12.1～R3.3.18 休館 

 

4 一般廃棄物収集運搬事業（委託事業） 

長崎市からの業務受託により、野母崎地区の一般廃棄物及び粗大ゴミの収集・運搬

業務を行う。 

⑴ 業務内容 

・一般廃棄物及び粗大ゴミの収集・運搬業務 

・一人暮らし高齢者宅への戸別回収及び安否確認のための声掛け 

・公道上の小動物死骸の処理 

●廃棄物の搬入量  （単位：トン） 

 H29  H30  R1 R2(見込)  

廃棄物の搬入量 1,337 1,309 1,336 1,345 

 


